
仕  様  書 

 

１ 業 務 名  

  令和７年度 第 27号 「後期高齢者医療制度のしおり」及び「後期高齢者医療制度のご

案内」の作成業務 

 

２ 業務内容    

後期高齢者医療制度の説明資料「後期高齢者医療制度のしおり」及び「後期高齢者医療

制度のご案内」の原稿を作成する。また、委託数量分を印刷、梱包し、静岡県内市町等へ

発送する。 

 

３ 数  量 

① 「後期高齢者医療制度のしおり」  6,410 部 

② 「後期高齢者医療制度のご案内」 28,420 部 

③  ①及び②のデジタルデータ（PDF 形式）を納めた CD-ROM １枚 

 

４ 規  格  

  ①「後期高齢者医療制度のしおり」 

（１）大きさ    Ａ４判 縦 16 ページ以内（表裏表紙を含む。） 

（２）紙 質    上質紙 四六判／90ｋｇ 

（３）色 数    カラー印刷 

（４）製 本    中とじ 

（５）レイアウト等 資料「掲載内容」及び前回製作物（令和７年４月）を基に、レイ

アウト、デザインを行うこと 

           ※前回作成時の PDF データ等を提供 

（６）イラスト   前回製作物を参考に作成すること 

 

  ②「後期高齢者医療制度のご案内」 

（１） 大きさ    198×102mm 32 ページ以内（表裏表紙を含む。） 

（２） 紙 質    上質紙  紙厚 38ｋｇ 

  （３） 色 数    カラー印刷 

  （４） 製 本    中とじ 

  （５） レイアウト等 資料「掲載内容」及び前回製作物（令和７年８月）を基に、レ

イアウト、デザインを行うこと 

             ※前回作成時の PDF データを提供 

  （６） イラスト   前回製作物を参考に作成すること 

 

５ 委託期間  

  契約日から令和８年３月 13 日（金）まで 



６ 校  正 

文字及びレイアウト校正４回以内 

色校正３回以内 

 

７ 発送先及び発送枚数等 

別紙「納入先一覧及び数量」のとおり 

  発送元は、静岡県後期高齢者医療広域連合事務局とすること。 

 

８ 納入期限   

令和８年３月６日（金） 

  ただし、平日の８時 30 分から 17 時までの間に納入すること。 

  また、①「後期高齢者医療制度のしおり」及び②「後期高齢者医療制度のご案内」は同

時に納入すること。 

 

９ 検  査 

  発注者は、この業務の執行について随時報告を求め、又は作業場所に立ち入って、その

状況を検査することができる。 

 

10 そ の 他 

（１）掲載内容については、契約締結後、国による制度変更や業務の詳細協議において

変更を加えることもできることとする。 

  （２）前回製作物を修正した原稿に基づき作成すること。 

  （３）作成した製作物（作成にあたり生じた編集データを含む）の著作権はすべて発注

者に帰属するものとし、発注者はこれを改編して使用することができるものとす

る。 

（４）作成に当たっては、他の刊行物からの無断転載など著作権の侵害となるような行

為をしないこと。転載などを行う場合は、著作権の帰属について確認し、利用許

諾等適切な手続きをとること。 

（５）環境に配慮した原材料の使用に努めること。 

（６）見積りに当たっては、イラストなどの作成・掲載に係る経費（筆耕料、著作物利

用料など）及び梱包・発送費用などすべての経費を含んだ金額を算定すること。 

 

11 問合せ先   

静岡県後期高齢者医療広域連合事務局 

 総務室 三倉 

  電話 054-270-5520  FAX 054-272-3312 

  〒420-0851 静岡市葵区黒金町 59 番地の７ ニッセイ静岡駅前ビル３階 



令和７年度「後期高齢者医療制度のしおり」及び「後期高齢者医療制度のご案内」　　納入先一覧及び数量 別紙

①しおり ②ご案内

1 静岡市役所 保険年金管理課 後期高齢者医療係 420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 054-221-1081 500 3,400

2 　葵区役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 054-221-1070 1,000 500

3 　駿河区役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 422-8550 静岡市駿河区南八幡町10-40 054-287-8612 500 400

4 　清水区役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 424-8701 静岡市清水区旭町6-8 054-354-2208 800 400

5 浜松市役所 国保年金課 後期高齢グループ 430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 053-457-2889 100 4,000

6 中央福祉事業所
（中央区役所内）

保険年金課 国民年金・後期高齢グループ 430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 053-457-2053 200 700

7 中央福祉事業所
（東行政センター内）

保険年金課 東保険年金グループ 435-8686 浜松市中央区流通元町20-3 053-424-0183 100 300

8 中央福祉事業所
（西行政センター内）

保険年金課 西保険年金グループ 431-0193 浜松市中央区雄踏1丁目31-1 053-597-1166 100 300

9 中央福祉事業所
（南行政センター内）

保険年金課 南保険年金グループ 430-0898 浜松市中央区江之島町600-1 053-425-1582 50 400

10 浜名福祉事業所
（浜名区役所内）

長寿保険課 保険年金グループ 434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 053-585-1125 100 300

11 浜名福祉事業所
（北行政センター内）

長寿保険課 北保険年金グループ 431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 053-523-2864 150 300

12 天竜福祉事業所
（天竜区役所内）

長寿保険課 保険年金グループ 431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481 053-922-0021 250 200

13 沼津市役所 国民健康保険課 高齢者医療係 410-0022 沼津市御幸町16番地の1 055-934-4728 200 1,100

14 熱海市役所　　　　 市民生活課 保険年金室 413-8550 熱海市中央町１番１号 0557-86-6257 50 600

15 三島市役所 保険年金課 高齢者医療係 411-8666 三島市北田町4番47号 055-983-2710 100 950

16 富士宮市役所 保険年金課 後期高齢者保険係 418-8601 富士宮市弓沢町150番地 0544-22-1482 200 1,000

17 伊東市役所 保険年金課 後期高齢者医療係 414-8555 伊東市大原二丁目1番1号 0557-32-1624 50 1,000

18 島田市役所 国保年金課 国保年金係 427-8501 島田市中央町1番の1 0547-36-7191 50 600

19 富士市役所 国保年金課 高齢者医療担当 417-8601 富士市永田町一丁目100番地 0545-55-2754 100 1,100

20 磐田市役所 国保年金課 賦課グループ 438-8650 磐田市国府台3番地1 0538-37-4863 50 1,400

21 焼津市役所 国保年金課 後期高齢者担当 425-8502 焼津市本町二丁目16番32号 054-626-2164 0 1,000

22 掛川市役所 国保年金課 後期高齢者医療係 436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1 0537-21-1143 300 1,200

23 藤枝市役所 国保年金課 後期高齢者医療係 426-8722 藤枝市岡出山一丁目11番1号 054-643-3307 100 1,000

24 御殿場市役所 国保年金課 後期高齢者医療スタッフ 412-8601 御殿場市萩原483番地 0550-82-4188 200 500

25 袋井市役所 保険課 保険給付係 437-8790 袋井市新屋一丁目1番地の1 0538-44-3191 0 500

26 下田市役所 市民保健課 国保年金係 415-8501 下田市東本郷一丁目5番18号 0558-22-3922 50 300

27 裾野市役所 国保年金課 年金後期高齢者医療係 410-1192 裾野市佐野1059番地 055-995-1813 10 350

28 湖西市役所 保険年金課 後期高齢者医療係 431-0492 湖西市吉美3268番地 053-576-4530 50 550

29 伊豆市役所 市民課 保険年金・相談スタッフ 410-2413 伊豆市小立野38番地の2 0558-72-9856 50 350

30 御前崎市役所 市民課 国保年金係 437-1692 御前崎市池新田5585番地 0537-85-1171 10 200

31 菊川市役所 市民課 国保年金係 439-8650 菊川市堀之内61番地 0537-35-0915 200 400

32 伊豆の国市役所 国保年金課 高齢者医療係 410-2292 伊豆の国市長岡340番地の1 055-948-2905 10 300

33 牧之原市役所 国保年金課 後期高齢者医療係 421-0495 牧之原市静波447番地1 0548-23-0023 30 400

34 東伊豆町役場 健康づくり課 国民保険係 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3354番地 0557-95-6304 30 140

35 河津町役場 健康増進課 保険年金係 413-0504 賀茂郡河津町田中212番地の2 0558-34-1937 100 80

36 南伊豆町役場 健康増進課 国民健康保険係 415-0392 賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1 0558-62-6255 20 90

37 松崎町役場 健康福祉課 保険年金係 410-3696 賀茂郡松崎町宮内301番地の1 0558-42-3966 30 70

38 西伊豆町役場 健康福祉課 医療保険係 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科393番地（福祉センター２階） 0558-52-1116 100 150

39 函南町役場 住民課 国保年金係 419-0192 田方郡函南町平井717番地の13 055-979-8111 50 350

40 清水町役場 住民課 国民健康保険係 411-8650 駿東郡清水町堂庭210番地の2 055-981-8209 10 260

41 長泉町役場 福祉保険課 保険年金チーム 411-8668 駿東郡長泉町中土狩828番地 055-989-5513 30 350

42 小山町役場 住民課 国保年金班 410-1395 駿東郡小山町藤曲57番地の2 0550-76-6100 10 220

43 吉田町役場 町民課 国保部門 421-0395 榛原郡吉田町住吉87番地 0548-33-2103 30 200

44 川根本町役場 税務住民課 戸籍住民室 428-0313 榛原郡川根本町上長尾627番地 0547-56-2222 30 50

45 森町役場 住民生活課 国保年金係 437-0293 周智郡森町森2101番地の1 0538-85-6313 50 150

46 静岡県 国民健康保険課 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2331 20 20

47 静岡県後期高齢者医療広域連合 総務室 420-0851 静岡市葵区黒金町59番の7 ニッセイ静岡駅前ビル3階 054-270-5520 240 290

合計 6,410 28,420

№ 宛先 〒 住所 電話番号
配布部数



①「後期高齢者医療制度のしおり」 

 

＜掲載内容＞ 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく後期高齢者医療制度について、

次の項目について内容をわかりやすく説明すること。 

 

(1)後期高齢者医療制度のしくみ 

(2)後期高齢者医療制度の財源 

(3)後期高齢医療制度では（医療制度の運営、対象となる人、医療機関で提示

するもの、保険料、医療費の負担） 

(4)お医者さんにかかるとき 

・所得の区分と自己負担割合 

・入院時の食事代等 

・交通事故など第三者の行為によってけがをしたとき 

・あとから医療費の払戻しが受けられる場合 

・医療費が高額になったとき、 

・75 歳到達月の自己負担限度額の特例について 

・高額医療費の計算例 

・高額医療・高額介護合算制度 

・そのほかに費用の支給が受けられる場合 

・健康診査・歯科健診について 

(5)保険料 

・保険料の決め方 

・保険料の納め方 

・保険料の軽減措置 

・保険料の減免制度 

・保険料を滞納すると 

・保険料のめやす 

(6)こんなときは必ず届け出を（転出入、住所変更、生活保護受給等） 

(7)資格確認書等取り扱いの注意事項 



令和８年

令和８年



（期間が延長される可能性があります）

フォント大・太文字



806,700円

マイナ保険証

マイナ保険証
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240
240 240
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マイナ保険証

マイナ保険証

マイナ保険証

マイナ保険証

マイナ保険証





別紙１差替



９

マイナ保険証



金額、割合等未定
１月上旬頃決定予定

別紙２差替



赤枠の金額未定
１月上旬頃決定予定



金額、割合等未定
１月上旬頃決定予定



マイナ保険証

マイナ保険証

マイナ保険証



別紙１ 

しおり６ページ 

 

➊３,０００円＋➋１８,０００円＝２１,０００円 

 

★低所得者Ⅱ・Ⅰまたは現役並みⅡ・Ⅰの人が、オンライン資格確認に対応していない医療機関を受診す

る際に、マイナ保険証をお持ちの人はスマートフォン等で「マイナポータルの健康保険証情報」、マイ

ナ保険証をお持ちでない人は「限度区分が併記された資格確認書」を提示することでそれぞれの区分の

自己負担限度額が適用されます。市（区）町の担当窓口にご相談ください。 

★厚生労働大臣の指定する特定疾病に関する診療を受ける際の自己負担限度額は、同一の医療機関で入

院・外来ごと１か月１万円です。※「特定疾病療養受療証」等が必要になりますので、市（区）町の担

当窓口に申請してください。 

支給される金額 



別紙２ 

しおり８ページ 

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。保険料は、医療分と子ども・

子育て支援金分（以下「子ども分」）それぞれの、被保険者全員が～（以降変更なし） 

 

保険料の決め方 

 

 

 

 

 

式の下にある※はそのまま（文言の一部修正の可能性あり） 

※医療分と子ども分の合計額が年間保険料になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料の納め方 

（タイトル下の文章は変更なし） 

 

 

 

 

・子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える 

新しい分かち合い・連帯の仕組みです。 

・支援金は子育て支援の取組に充てられます。 

※制度についての詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。 

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin 

年間保険料 ＝ 
均等割額 

医 療 分 ：  円 

子ども分：  円 

+ 

所得割額 

前年の総所得金額等－４３万円 

          医 療 分 ：   ％ 

         子ども分：  ％ 
（旧ただし書所得）× 

口座振替に変更可能 

はい いいえ 

枠の中の文言は変更なし。 

おじいさんとおばあさんのイラスト削除 

金額、割合等未定 

１月上旬頃決定予定 



②「後期高齢者医療制度のご案内」 

 

＜掲載内容＞ 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく後期高齢者医療制度について、

次の項目について内容をわかりやすく説明すること。 

なお、令和７年８月時点のレイアウトを基準とした変更点は次ページ以降の

とおりとする。 

  

(1)後期高齢者医療制度について 

 ・後期高齢者医療制度の対象（被保険者）となる人 

 ・後期高齢者医療制度の財源 

 ・マイナ保険証・資格確認書について 

 ・臓器提供意思表示欄について 

(2)お医者さんにかかるとき 

 ・医療費の自己負担額の割合 

 ・自己負担割合の判定方法 

 ・入院時の食事代等 

 ・あとから費用が支給される場合 

 ・高額療養費制度 

 ・その他の給付（葬祭費、移送費、自己負担額の減免） 

 ・交通事故など第三者の行為によってけがをしたとき 

(3)高額介護合算療養費 

(4)健康診査（健診）について 

(5)歯科健診について 

(6)医療機関の適正受診について 

(7)保険料について 

 ・保険料の決めかた 

 ・保険料の納めかた 

 ・保険料の軽減措置 

 ・保険料の減免について 

 ・保険料を滞納したとき 

(8)県内市町後期高齢者医療担当課お問い合わせ一覧 

(9)こんなときは必ず届け出を 



令和８年４月
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別紙１ 

小冊子 20 ページ 

 

後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、疾 

病を早期に発見し、必要に応じて治療を受けてい 

ただくために各市町が年１回実施しています。実 

施方法や期間は市町によって異なりますので、詳 

細については、市(区)町の担当窓口におたずねく 

ださい。 

 マイナポータル上では、健診結果が閲覧できま 

す。なお、データの登録状況及び時期は、お住い 

の市(区)町により異なります。 



別紙２ 

小冊子 21 ページ上段 

 

歯・歯肉状態や口腔の衛生状態を確認し、 

口腔機能低下と、肺炎等の疾病を予防する目 

的として実施しています。 

対象者 

４月１日時点で 75 歳及び 80 歳の後期高齢者医療制 

度の被保険者 

※対象者へ受診券、健診実施機関一覧表を８月末に送付予定です。 

実施機関 

９月～２月(予定) 

自己負担金 

無料 

※ただし、歯科健診後、治療を行った場合は別途費用が必要になります。 

 

●歯や口腔の健康は全身の健康に影響します。かかり 

つけ歯科医を持ち、健診後も定期的に歯科受診をし 

ましょう。 



別紙３ 

小冊子 21 ページ下段 

 

近年、軽い症状にも関わらず休日や夜間に病 

院の救急外来を訪れる「コンビニ受診」が増え、 

緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障を 

きたすケースも発生しています。 

 必要な人が安心して医療を受けられるよう 

に、医療機関の適正受診を心掛けましょう。 

 

●休日・夜間に医療機関を受診しようとする際には、平日の診療 

 時間内に受診できないか、今一度考えてみましょう。 

●同じ病気で複数のお医者さんに同時期にかかると、重複する 

検査や投薬により、かえって体に悪影響を及ぼすおそれがあ 

ります。 

●信頼できる「かかりつけ医」を持ち、気になることがあれば、 

 「かかりつけ医」に相談しましょう。 

 

 １年に１回、医療費のお知らせを送付してい 

ます。この通知は１か月間にかかった医療費を 

医療機関ごとにまとめてお知らせするものです。 

ご自身の健康に対する意識を高め、健康管理に 

役立てましょう。 



別紙４ 

小冊子 22 ページ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療分 子ども分 

所得割率       ％       ％ 

均等割額       円       円 

賦課限度額      万円       円 

医療分と子ども・子育て支援金分（以下「子ども分」）それぞれの、  

 

・子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が 

支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。 

・支援金は子育て支援の取組に充てられます。 

※制度についての詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。 

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin 

％ 円 

※所得割率と均等割額は上段が医療分、下段が子ども分です。 
医療分と子ども分の合計額が年間保険料になります。 

（配色はもとの表と同様にする） 

金額、割合等未定 

１月上旬頃決定予定 

追
加 

変
更 


